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群馬県流域下水道事業財務会計システム構築及び運用保守業務説明書 

 

群馬県（以下「県」という。本説明書において、特段の記載がない限り、流域下水道事業の会計処理を

行う所属（県土整備部下水環境課、下水道総合事務所、会計局会計管理課）に限る。）においては、会計

事務のペーパーレス化や多様な働き方への対応等を図り、必要な処理を安定的に行わせるために、新た

な公営企業会計システムを構築し、導入する。 

県職員が安定して利用できる財務会計システムの構築はもちろんのこと、適切な情報セキュリティ対

策を実施しつつ、データをクラウド仮想基盤上に保存することで、県職員がデータを共有し合い、効率的

に業務を行うことができることをねらっている。 

そのため、本業務の目的や構築方針を十分に理解したうえで最適な提案を行うことができる業者を募

集し、高い技術力や豊富な経験を有する事業者と契約するため、技術提案により優先交渉者を決定する。 

本説明書は、本業務の委託に係る技術提案の実施にあたり、必要な事項を定めるものである。 

 

 

1. 業務の概要 

1)  業務の目的 

本業務は、群馬県流域下水道事業の会計処理において、操作性の向上や処理の自動化など、利便性

の高いシステムへの転換を図るとともに、必要な処理を安定的に行わせるため、新たな公営企業会計

システムの構築及び運用保守を委託するものである。 

2)  業務内容 

財務会計システム構築及び運用保守 

3)  履行期限 

システム構築期間 契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

運用保守期間   令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで 

4)  業務実施上の条件 

① 参加表明書の提出者に対する要件は、以下のとおりとする。 

 資格要件 

以下の両方を満たすこと 

➢ 公告日の前日以前に品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）認証（ＩＳＯ９００１）を受けて

おり、提案資料の提出期限において有効であること。なお、同等の資格・認証での代替は不

可とする。 

➢ 公告日の前日以前に情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）認証（ＩＳＯ２７

００１）又はプライバシーマークの付与を受けており、提案資料の提出期限において有効

であること。なお、同等の資格・認証での代替は不可とする。 

 同種又は類似業務の実績 

参加表明書を提出する者は、下記に示される「同種又は類似業務」について、平成３１年（令

和元年）度以降に完了した業務において、１件以上の実績を有さなければならない（都道府県又

は政令指定都市の実績に限る）。 
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➢ 同種業務：データセンターを利用した集中管理型運用による財務会計システムの導入業務 

➢ 類似業務：データセンターを利用した集中管理型運用によるシステムの導入業務 

② 配置予定のプロジェクト管理者に対する要件は、以下のとおりとする。 

 資格要件 

本システムと同等規模のシステム及びクラウドサービスを活用したシステムの開発・設計又

は運用・保守の遂行責任者としての経験を２年以上有し、次のいずれかに該当すること 

➢ 情報処理の促進に関する法律（昭和４５年法律第９０号）に基づき実施される情報処理技

術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者であること 

➢ プロジェクトマネジメント協会（ＰＭＩ）が認定するプロジェクトマネジメントプロフェ

ッショナル（ＰＭＰ）の資格保有者又は技術士（情報工学部門又は総合技術監理部門（情報

工学を選択科目とする者））の資格を有すること 

➢ 上記のどちらかの試験合格者・資格保有者と同等の能力を有することが、経歴等において

明らかであること 

 手持ち業務量 

令和７年１０月３１日現在の手持ち業務の合計金額が５億円未満かつ手持ち業務の件数が１

０件未満の者であること（手持ち業務とは、プロジェクト全体管理者又はそれに相応する役割と

して従事している契約金額が５００万円以上の業務（システム運用保守分は含まない）をいう。

なお、特定後未契約のものがある場合は、参考見積金額を契約金額と想定するものとする）。 

③ 日本国内において、県が行う立会検査に応じられる体制を整えること。また、仕様書に示す会議

体（定例報告会、担当者会議、工程完了報告会議）及び進捗管理に対応すること。 

5)  成果品 

 成果品は紙媒体と電子データにて提出すること。 

 紙媒体は、原則としてＡ４判とし正副各１部提出すること。 

 電子データは、ＣＤ－Ｒ等で１セット提出すること。ただし、ＣＤ－Ｒ等での納入は年度末のみ

とし、随時納入時は電子メールによる納入でもよい。 

 電子データは、原則としてＰＤＦ形式ファイル及びＥｘｃｅｌ形式又はＷｏｒｄ形式ファイル

を使用すること。 

 プログラム資産については、県が指定する機器にインストールした状態であること。 

 成果品は日本語で納入すること。 

 成果品として納入する文書は、県と合意済みであること。 

 

2. 担当部局 

〒３７１－８５７０ 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

群馬県県土整備部下水環境課流域経営係 

電話 ０２７－２２６－３６８２ 

電子メール gesui@pref.gunma.lg.jp 
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3. 参加表明書の作成及び記載上の留意事項 

1)  参加表明書の作成方法 

参加表明書の様式は、別添の様式１～４（Ａ４判）に示されるとおりとする。なお、文字サイズは

１０．５ポイント程度とする。 

2)  参加表明書内容の留意事項 

ア 提出書類 

➢ 参加表明書（鑑）【様式第１号】       ［１部］ 

➢ 参加表明書付属資料【様式第２－１～３号】 ［１部］ 

➢ 技術提案書提出資格確認資料【様式第３号】 ［１部］ 

➢ 秘密保持に関する誓約書【様式第４号】   ［１部］ 
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イ 記載内容 

記載事項 内容に関する留意事項 

特定テーマに関する提案 

 本業務の参考業務規模で提案可能な自社開発システムの優位性を自由記述す

る。 

 記載様式は様式第２－１号とする。 

 Ａ４片面１枚程度まで。図・写真は使用可とするが、別添資料は不可。 

企業の資格 

 品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）認証（ＩＳＯ９００１）を受けているか

記載する。 

 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）認証（ＩＳＯ２７００１）

又はプライバシーマークの付与を受けているか記載する。 

 上記のことが確認できる資料を添付すること。 

 記載様式は様式第２－２号とする。 

企業の過去７年間の同種又は

類似業務実績 

 参加表明書の提出者が過去に受託した「同種又は類似業務（都道府県又は政令

指定都市の実績に限る）」の実績について記載する。 

 記載する業務は平成３１年（令和元年）度以降に完了した業務とする。 

 記載する業務数は、最大３件とする。 

 記載様式は様式第２－２号とする。 

 

なお、同種業務とは、データセンターを利用した集中管理型運用による財務会計

システムの導入業務をいい、類似業務とは、データセンターを利用した集中管理型

運用によるシステムの導入業務をいう。 

業務実施体制 
 配置予定のプロジェクト管理者を記載する。 

 記載様式は様式第２－３号とする。 

配置予定のプロジェクト管理

者の資格 

 情報処理の促進に関する法律（昭和４５年法律第９０号）に基づき実施される

情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者 

 プロジェクトマネジメント協会（ＰＭＩ）が認定するプロジェクトマネジメン

トプロフェッショナル（ＰＭＰ）の資格保有者又は技術士（情報工学部門又は

総合技術監理部門（情報工学を選択科目とする者））の資格保有者 

 上記のどちらかの試験合格者・資格保有者と同等の能力を有することが、経歴

等において明らかである（上記に該当しない場合） 

 以上のことが確認できる資料を添付すること。 

 記載様式は様式第２－３号とする。 

配置予定のプロジェクト管理

者の業務経験 

 類似システム（データセンターを利用した集中管理型運用によるシステム）の

設計・開発又は運用・保守の遂行責任者としての経験を記載する。 

 記載様式は様式第２－３号とする。 

配置予定のプロジェクト管理

者の専任性 

 手持ち業務の合計金額が５億円未満かつ手持ち業務の件数が１０件未満であ

る（手持ち業務とは、プロジェクト全体管理者又はそれに相応する役割として

従事している契約金額が５００万円以上の業務（システム運用保守分は含ま

ない）をいう。なお、特定後未契約のものがある場合は、参考見積金額を契約

金額と想定するものとする）ことを記載する。 

 記載様式は様式第２－３号とする。 

その他参加資格 

次のとおりその他参加資格に係る資料を提出すること。 

 技術提案書提出資格確認資料【様式第３号】 ［１部］ 

 秘密保持に関する誓約書【様式第４号】   ［１部］ 
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4. 参加表明書の提出方法、提出先及び提出期限 

1)  提出方法 

持参、郵送（書留郵便に限る。）、電子メール又は群馬県庁インターネットファイル共有システム｡ 

参加表明書の様式は、別添の様式１（Ａ４判）に示されるとおりとする。なお、文字サイズは１０．

５ポイント程度とする。 

2)  提出先 ２に同じ 

3)  受領期限 令和７年１１月１２日（水）午後４時 

 

5. 説明書の内容についての質問の受付及び回答 

1)  質問は、所定の質問票【様式第６号】により、電子メールで受け付ける（着信を確認すること） 

➢ 質問の受付先：２に同じ 

➢ 質問の受付期限：令和７年１１月２８日（金）午後４時 

2)  質問に関する回答は、質問を受理した日から７日間（休日を含まない。）以内に質問者に対して電子

メ－ルにより行う。回答内容は、質問した事業者名の情報を除いて開示し、情報共有を行うものとす

る。なお、機密事項を含む質問回答については、秘密保持に関する誓約書【様式第４号】を提出済み

の事業者のみに行う。 

 

6. 技術提案書の提出者に要求される資格要件および技術提案書の提出者を選定するための基準 

1)  技術提案書の提出者に要求される資格要件 

次に掲げる事項のいずれも満たすこと。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項

の規定により作成された令和６・７年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」とい

う。）に登載されている者であること。 

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基

づき、更生手続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者で

あること。ただし、手続開始の決定後に、プロポーザルに参加する資格に支障がないと認めら

れる者は、この限りでない。  

(4) この公告の日から優先交渉者を選定する日までの間において、規則第１７０条第２項の規定に

よる入札参加制限を受けていない者であること。 

(5) この公告の日から優先交渉者を選定する日までの間において、県から指名停止を受けていない

者であること。 

(6) 他に参加する者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

(7) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は

役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合

は代表者、理事その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団等（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、
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同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員と社会的に非難され

るべき関係を有している者をいう。）でないこと。 

(8) 平成３１年（令和元年）度から令和７年度までに、設置者が異なる複数の都道府県又は政令指

定都市において、データセンターを利用した集中管理型運用による財務会計システムの導入実

績があること。 

(9) 提案するシステムは、参加表明者が自社開発したパッケージソフトであり、責任をもって構築

及び運用保守ができる製品であること。 

(10) 公告日の前日以前に品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）認証（ＩＳＯ９００１）を受けてお

り、提案資料の提出期限において有効であること。なお、同等の資格・認証での代替は不可と

する。 

(11) 公告日の前日以前に情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）認証（ＩＳＯ２７０

０１）又はプライバシーマークの付与を受けており、提案資料の提出期限において有効である

こと。なお、同等の資格・認証での代替は不可とする。 

(12) 日本国内において、県が行う立会検査に応じられる者であること。 
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2)  技術提案書の提出者を選定するための基準（合計２４０点） 

評価項目 
評価の着眼点 

配点 
 判断基準 

特定テーマに

関する提案 

テーマ： 

本業務の参考業務規模で提案可能な自社開発システムの優位性 

（Ａ４片面１枚程度で自由記述 ※図・写真使用可） 

自社開発システムでない

場合は失格とする。 

優１２０点、良８０点、 

可４０点 

１２０ 

資格要件（企

業） 

品質マネジメントシステム（ＱＭＳ）認証（ＩＳＯ９００１）を

受けている。 

情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）認証（ＩＳ

Ｏ２７００１）又はプライバシーマークの付与を受けている。 

求める資格要件がない場

合は失格とする。 
― 

業務実績（企

業） 

平成３１年（令和元年）度以降の同種又は類似業務の実績の内

容（都道府県又は政令指定都市の実績に限る）において、データ

センターを利用した集中管理型運用による財務会計システムの

導入実績がある。 

 

※技術提案書の特定において、この点数を加算する。 

①同種業務（データセンタ

ーを利用した集中管理型

運用による財務会計シス

テム）の実績がある。１業

務につき評価２０点。 

②類似業務（データセンタ

ーを利用した集中管理型

運用によるシステム）の実

績がある。１業務につき 

１０点。 

①②業務あわせて３件ま

で記載可能。業務実績が無

い場合は失格とする。 

６０ 

資格要件（プ

ロジェクト管

理者） 

配置予定のプロジェクト管理者が次のいずれかに該当する。 

①情報処理の促進に関する法律（昭和４５年法律第９０号）に

基づき実施される情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネ

ージャ試験の合格者 

②プロジェクトマネジメント協会（ＰＭＩ）が認定するプロジ

ェクトマネジメントプロフェッショナル（ＰＭＰ）の資格保有

者又は技術士（情報工学部門又は総合技術監理部門（情報工学

を選択科目とする者））の資格保有者 

③上記のどちらかと同等の能力を有することが経歴等において

明らか 

 

※技術提案書の特定において、この点数を加算する。 

①又は②に該当。６０点。 

③に該当。４０点。 

いずれにも該当しない場

合は失格とする。 

６０ 

業務実績（プ

ロジェクト管

理者） 

配置予定のプロジェクト管理者が類似システム（データセンタ

ーを利用した集中管理型運用によるシステム）の設計・開発又

は運用・保守の遂行責任者としての経験を２年以上有する。 

求める経験がない場合は

失格とする。 
― 

専任性（プロ

ジェクト管理

者） 

配置予定のプロジェクト管理者が、手持ち業務の合計金額が５

億円未満かつ手持ち業務の件数が１０件未満の者である。 

※手持ち業務とは、プロジェクト全体管理者又はそれに相応す

る役割として従事している契約金額が５００万円以上の業務

（システム運用保守分は含まない）をいう。なお、特定後未契約

のものがある場合は、参考見積金額を契約金額と想定するもの

とする。 

条件を満たさない場合は

失格とする。 
― 

 

3)  技術提案書の提出者の選定数 

技術提案書の提出者は３者程度選定する。ただし、同評価の提出者が５者を超え存在する場合には

この限りでない。 
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7. 非選定理由に関する事項 

1)  参加表明書を提出した者のうち、技術提案書の提出者として選定されなかった者に対しては、選定

されなかった旨とその理由（非選定理由）を、書面（非選定理由書）をもって通知する。 

2)  上記１）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）以内に書

面（様式は自由）により、契約担当者に対して非選定理由について説明を求めることができる。 

3)  上記２）の回答は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して５日（休日を含まない。）

以内に書面により行う。 

4)  非選定理由の説明書請求の受付場所、受付時間及び受付方法は以下のとおりである。 

➢ 受付場所：２に同じ 

➢ 受付時間：休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで。 

➢ 受付方法：持参、郵送（書留郵便に限る。）、電子メール又は群馬県庁インターネットファイル共

有システム 

 

8. 技術提案書の作成及び記載上の留意事項 

1)  技術提案書作成上の基本事項 

プロポ－ザルは、業務における具体的な取り組み方法について提案を求めるものであり、成果の一

部の提出を求めるものではない。本説明書において記載された事項以外の内容を含む技術提案書に

ついては、提案を無効とする場合があるので注意すること。 

2)  技術提案書の作成方法 

技術提案書の様式は下記３）イに示されるとおりとする。 

3)  技術提案書の内容に関する留意事項 

ア 提出書類 

➢ 技術提案書（鑑）【様式第５号】                  ［１部］ 

➢ 技術提案書（任意様式）                      ［１部］ 

➢ 技術提案書【概要版】（任意様式）                 ［１部］ 

➢ 群馬県流域下水道事業財務会計システム機能要件一覧表【別紙２】 ［１部］ 

➢ 参考見積書（任意様式）                     ［１部］ 

➢ 上記の電子データ 

イ 技術提案書の様式 

➢ 提案書の規格は、Ａ４版縦置きとすること。 

➢ 表紙・目次を除き７０ページ以内で作成すること。 

➢ フォントサイズは、１０.５ポイント以上とすること。 

➢ 表紙の次に目次を入れ、技術提案書等に付したページ番号を表示すること。 

➢ 技術提案書【概要版】は、Ａ４版横置き又はＡ３版横置きも可。 
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ウ 記載内容 

項番 項目 記載内容 

１ 基本的事項 

1-1 会社概要 ・会社紹介及び提案システムの導入実績を記載すること。 

1-2 提案基本方針 ・本業務に対する基本的な考え方を記載すること。 

２ システム開発（構築）について 

2-1 開発方法の考え方 

・開発方法に関する貴社の考え方について記載すること。 

・採用する開発ツール等について、概要・特徴・採用理由等を記載す

ること。 

2-2 開発スケジュール 

・システム開発工程の考え方、設計開始から稼動までのスケジュー

ルを明示すること。 

・工程別の作業項目について説明すること。 

2-3 開発体制 

・開発体制、要員の役割等を明示した上で、考え方、根拠等の説明を

記述すること。 

・開発時の貴社と県の役割分担を記述すること。 

３ システム全般 

3-1 パッケージの概要 
・仕様書及びシステム機能一覧に基づき、貴社が提案するパッケー

ジシステム全般に関して、アピールポイント等を記載すること。 

3-2 システム構成 

・貴社が提案するシステムの構成について説明すること。 

・提案するサブシステム間での連携情報等の関連が理解できるよう、

図表等を用いて説明すること。 

3-3 システム共通要件 

・機能要件検討表【別紙１】及び機能要件一覧表【別紙２】に示す機

能要件を踏まえ、処理の内容について図等を用いながら分かりやす

く説明すること。 

3-4 日次・月次業務 〃 

3-5 決算業務 〃 

3-6 消費税業務 〃 

3-7 
予算編成管理 

予算書作成業務 
〃 

3-8 固定資産管理 〃 

3-9 企業債管理 〃 

４ システム移行 

4-1 移行における考え方 
・仕様書の内容を踏まえ、移行に関する貴社の考え方とその実施方

法について、記載すること。 

4-2 移行工程 ・移行にかかる工程と作業内容について、記載すること。 

５ 職員研修 

5-1 職員研修における考え方 
・仕様書の内容を踏まえ、職員研修に関する貴社の考え方について、

記載すること。 

5-2 研修実施方法 ・研修の実施方法等について具体的に記載すること。 

６ システム稼働環境 

6-1 稼働環境 

・提案システムの稼働環境の概要（データセンター、サーバのコア

数、メモリ、ストレージ等）について記載すること。 

・提案システムを利用するクライアント端末の推奨性能について、

記載すること。 

・安定稼働に対する方針と対策について記載すること。 

6-2 ソフトウェア・ミドルウェア 
・提案システムの動作に必要なソフトウェア及びミドルウェアの概

要を記載すること。 

７ セキュリティ 

7-1 
セキュリティにおける考え

方 

・セキュリティ要件に関する貴社の基本的な考え方、方針を記載す

ること。 

7-2 
システムにおけるセキュリ

ティ 

・提案するシステムで実施しているセキュリティ対策について記載

すること。 
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項番 項目 記載内容 

８ 運用サポート・システム保守業務等 

8-1 
運用サポート・システム保守

の考え方 

・運用サポート・システム保守業務について、貴社の考えを記載す

ること。 

8-2 
運用サポート・システム保守

体制 

・保守体制、要員の役割等を明示したうえで、その考え方等を記載

すること。 

8-3 
運用保守・システム保守の内

容 

・仕様書に記載した業務内容について、貴社が実施する内容を記載

すること。 

・障害発生時の体制及び対応方法について、具体的に記載すること。 

９ 自由提案 

9-1 自由提案 
・仕様書に示す内容以外で、効率的な業務遂行が見込めるものや、

県にとって有益なものとなる提案がある場合には記載すること。 

 

4)  群馬県流域下水道事業財務会計システム機能要件一覧表【別紙２】 

提案するシステムの対応可否を「◎：標準対応」、「○：有償カスタマイズによる対応」、「▲：代替

案による提案」、「×：対応不可」のいずれかから選択し、記載すること。 

➢ 「○：有償カスタマイズによる対応」を選択した場合は、対象の機能ごと備考欄に金額を記載す

ること。 

➢ 「▲：代替案による提案」を選択した場合は、対象の機能に対する代替案を備考欄に記載するこ

と。画面イメージなどを用いる場合には、併せてその資料も提出すること。 

➢ なお、参加者が示した代替案に対して、県が求める要件を満たしていないと判断した場合、対象

の機能は対応不可としてカウントする。 

➢ 必須項目において、「×：対応不可」と回答があった場合には、失格とする。 

5)  参考見積書・見積内訳書（任意様式） 

参考見積書は、任意の様式に漏れなく記載すること。なお、以下の内容を含めた金額であること。 

➢ 令和７年度から令和９年度までの構築費用（令和９年度はデータ移行の作業に係る費用を含む。） 

➢ 令和９年度から令和１３年度までの維持費用（利用料、運用サポート・保守費用等を含む。） 

6)  参考業務規模 

本業務の参考業務規模は、８２，０００，０００円程度（税込）とする。 

内訳 令和７年度～令和９年度システム構築費 ６７，０００，０００円（税込） 

令和９年度～令和１３年度運用保守費  １５，０００，０００円（税込） 

7)  作成に用いる言語等 

書類の作成に用いる言語は日本語、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法によるものとす

る。 

8)  技術提案書の無効 

提出書類については、この書面及び別添の書式に示された条件に適合しない場合は無効とするこ

とがある。 
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9. 技術提案書の提出方法、提出先、提出期限 

1)  提出方法 

持参、郵送（書留郵便に限る。）、電子メール又は群馬県庁インターネットファイル共有システム｡ 

技術提案書の様式は、８．３）イに示されるとおりとする。 

2)  提出先 ２に同じ 

3)  受領期限 令和７年１２月１２日（金）午後４時 

 

10. 技術提案書を特定するための評価基準 

1)  技術提案書の評価項目、判断基準及び配点は以下のとおりである（合計１，１２０点）。 

評価項目 評価の着眼点 配点 

業務実績（企業） 

（６０点） 
※技術提案書の提出者選定における点数を加算する。 ６０ 

資格要件（プロジ

ェクト管理者） 

（６０点） 

※技術提案書の提出者選定における点数を加算する。 ６０ 

機能要件評価 

（３００点） 

システム共通項目に求める機能要件 ２５ 

会計基本処理（日次・月次）に求める機能要件  １２５ 

会計基本処理（決算・マスタ）に求める機能要件 ５０ 

予算編成支援に求める機能要件 ２５ 

固定資産処理に求める機能要件 ７５ 

技術提案書評価 

（５００点） 

基本的事項 

システムの導入実績 ５ 

提案基本方針 １５ 

成果品納品 １０ 

システム開発 

開発方法の考え方 １５ 

開発スケジュール １５ 

開発体制 １５ 

システム全般 
共通機能 １５ 

システム機能 １０５ 

重点評価項目 現行運用踏襲機能 ６０ 

システム移行 

移行における考え方 ２０ 

移行工程 ２０ 

データ移行 ２５ 

職員研修 
職員研修の考え方 ２０ 

実施方法・スケジュール ２０ 
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評価項目 評価の着眼点 配点 

技術提案書評価 

（５００点） 

システム稼働環境 稼働環境 ２０ 

セキュリティ対策 セキュリティ ４０ 

運用サポート・システ

ム保守業務等 
支援体制、支援内容 ６５ 

自由提案 自由提案 １５ 

プレゼンテーシ

ョン評価 

（２００点） 

全般・発表者 ２５ 

説明内容 １４５ 

対応力（質疑応答） １５ 

追加提案 １５ 

 

11. ヒアリング（プレゼンテーション及びデモンストレーション） 

1)  日程（予定） 

令和７年１２月２３日（火）～令和７年１２月２４日（水） 

日時、場所等の詳細は、提案事業者に別途通知する。 

2)  時間（予定） 

各参加者の所要時間は１１０分とし、以下の時間配分で実施する。 

準備            （５分） 

プレゼンテーション及びデモンストレーション （５０分） 

ヒアリング              （５０分） 

片付け               （５分） 

3)  ヒアリングの参加者は６名以内とし、原則としてプロジェクト全体責任者が全体説明を行い、質疑

応答は設計・構築業務管理者、運用・保守業務管理者、情報セキュリティ管理者が行うこと。また、

質疑応答の内容についても、技術提案書の内容と同等に扱うこととする。 

4)  ヒアリング時の追加資料は受理しない。 

 

12. 選考結果 

技術提案書を提出した者の中から、評価の合計点が最上位である者を１者特定し、優先交渉者とす

る。なお、評価の合計点が最上位である者が２者以上あるときは、技術提案書評価に係る評価点の高い

者を優先交渉者とする。 

 

13. 非特定理由に関する事項 

1)  提出した技術提案書が特定されなかった者に対しては、特定されなかった旨と、その理由（非特定理

由）を書面（非特定通知書）により通知する。 

2)  上記１）の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して７日（休日を含まない。）以内に、

書面（様式は自由）により非特定理由について説明を求めることができる。 
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3)  上記２）の回答は、理由を求めることができる最終日の翌日から起算して１０日（休日を含まない。）

以内に書面により行う。 

4)  非特定理由の説明書請求の受付場所、受付時間及び受付方法は以下のとおりである。 

➢ 受付場所：２に同じ 

➢ 受付時間：休日を除く日の午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時まで。 

➢ 受付方法：持参、郵送（書留郵便に限る。）、電子メール又は群馬県庁インターネットファイル共

有システム 

 

14. 契約 

県は優先交渉者と技術提案に基づき、委託業務内容及び仕様の調整等の交渉を行った上で、再度見積

りを依頼し、価格面での要件が整った場合は、契約を締結するものとする。なお、優先交渉者との交渉

が不調に終わった場合、審査において次点とされた者と交渉する場合がある。 

 

15. 支払条件 

システム構築に要する費用は、構築業務期間における構築業務終了後に検査を行い、検査合格後支払

うこととする。 

システム運用保守に要する費用は、運用保守業務期間における年度末及び運用保守業務終了後にそ

れぞれ検査を行い、検査合格後支払うこととする。 

 

16. 関連情報を入手するための照会窓口 

２に同じ 

 

17. その他の留意事項 

1)  手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

2)  提出期限までに参加表明書を提出しない者及び技術提案書の提出者に選定された旨の通知をうけな

かった者は、技術提案書を提出できない。 

3)  参加表明書及び技術提案書の作成、提出及びヒアリングに関する費用は、提出者の負担とする。 

4)  参加表明書及び技術提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び技術提案書を無効とすると

ともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。 

5)  提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。なお、これらの提出書類は、審査の必要上複製

を作成することがある。また、技術提案書を公開する場合は、事前に提出者の同意を得なければなら

ない。 

6)  参加表明書及び技術提案書の提出後において、原則として参加表明書及び技術提案書に記載された

内容の変更を認めない。また、参加表明書及び技術提案書に記載したプロジェクト管理者は、原則と

して変更できない。ただし、病休、死亡、退職等のやむをえない理由等により変更を行う場合には、

同等以上の者であるとの発注者の了解を得なければならない。 

7)  技術提案書の特定後に、提案内容を適切に反映した特記仕様書の作成のために、業務の具体的な実

施方針について提案を求めることがある。 


